
児童手当 制度改正 申請 【必要/不要】 確認 フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※算定児童とは…児童手当の支払い対象ではないが、児童数にカウントする児童のこと。制度改正前は高校生年代が対象。 

別居している等の理由で、あえて算定児童として登録していない場合を除き、原則登録されています。 

0 歳から高校生年代までの子を養育していますか 

 

支給の対象外です 

現在、日出町から児童手当・特例給付を受給していますか 

 

 

高校生年代の子がいますか お子さんを養育している方の中で所得

の高い方は公務員ですか 

勤務先にお問い

合わせください 

所得の高い方の住民票は日出町に 

ありますか 

高校生年代の子は算定児童（※） 

として登録されていますか 

大学生年代（H14.4.2～H18.4.1

生）の子を養育しており、生活費

などの経済的な負担がありますか 

申請は不要です 

大学生年代の子と、高校生年代

以下の子を合わせて 3 人以上

養育していますか 

所得の高い方

の住民票のあ

る市区町村に

お問い合わせ

ください 

申請が必要です！ 

「額改定認定請求書」

を申請してください 

 

※その上で、次の矢印

に進み、追加の申請が

必要か確認ください 

 

申請が必要です！ 

「認定請求書」を 

申請してください 

 

※その上で、次の矢

印に進み、追加の申

請が必要か確認く

ださい 

 

申請が必要です！ 

「監護相当・生計費の負担につい

ての確認書」を申請してください 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

申請は不要です 
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